
船舶インシデント調査報告書 

令和元年８月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（電源喪失） 

発生日時 平成３１年１月２０日 １２時１０分ごろ 

発生場所 鹿児島県屋久島町屋久島南方沖 

 悪石島灯台から真方位０９５°３６海里付近 

 （概位 北緯２９°２４.０′ 東経１３０°１８.０′） 

インシデントの概要  砂利運搬船marumasa
マ ル マ サ

３号は、航行中、船内電源が喪失して運航不能

となった。 

インシデント調査の経過 平成３１年２月５日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

砂利運搬船 marumasa３号、４９８トン 

１３３０７１、株式会社ホクセイ 

ディーゼル機関、４サイクル、出力７３５kＷ、回転数毎分 

２５５、６気筒、ボア３５０mm、使用燃料Ａ重油、平成４年１２月

機関製造 

 乗組員等に関する情報 船長、三級（航海） 

機関長、四級（機関） 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北西、風速 約１５m/s、視界 良好 

海象：波高 約３ｍ 

 インシデントの経過 本船は、船長及び機関長ほか５人が乗り組み、航行中、発電機原動

機（以下「発電補機」という）の冷却海水系統にエアを吸引して冷却

海水圧力が低下し、冷却不足により冷却清水高温警報装置が作動して

発電補機の運転が不能となって船内電源を喪失し、運航不能となっ

た。 

本船は、船舶所有会社が手配したタグボートにより鹿児島県奄美市

名瀬港にえい
．．

航された。 

本船は、本インシデント当時、強風及び高波の影響で、約１０°～

２０°横揺れを繰り返していた。 

分析 本船は、航行中、船体が横揺れして発電補機の冷却海水系統にエア

を吸引したことから、冷却海水圧力が低下して冷却清水が高温とな

り、発電補機の運転が不能となって船内電源を喪失し、運航不能とな

ったものと考えられる。 

原因 本インシデントは、本船が、航行中、船体が横揺れして発電補機の

冷却海水系統にエアを吸引したため、冷却海水圧力が低下して冷却清

水が高温となり、発電補機の運転が不能となって船内電源を喪失した



ことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船体の横揺れが大きい場合は、適宜冷却海水系統のエア抜きを行

い、要すれば針路変更等により揺れを軽減するなど、冷却海水系

統の圧力低下が起こらないようにすること。 

 


